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令和５年度高津区役所サービス向上方針 

 

① 区民の視点に立った質の高い区役所サービスを効率的・効果的に提供できる

よう取り組みます。 

 

② 清潔で適切な身だしなみに気を配り、親切で丁寧な対応を心掛けます。 

 

③ 来庁された方が快適に庁舎を利用できるような気配りや環境づくりを実践

します。 
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令和５年度高津区役所サービス向上の実施状況 

 

「区役所サービス向上指針」及び「高津区役所サービス向上指針」に基づき策定した「令和

５年度高津区役所サービス向上計画」に基づき取り組んだ、区役所サービス向上の実施状況に

ついて報告します。 

 

 

１ 令和５年度高津区役所サービス向上の取組の総括について 

 令和５年度高津区役所サービス向上の取組は、４月にサービス推進部会を開催し、「令和５年

度区役所サービス向上計画」で掲げた方針等を確認した上で、具体的なサービス向上の基準や取

組手法などについて協議し活動をスタートしました。 

今年度の高津区役所サービス向上方針は、「① 区民の視点に立った質の高い区役所サービス

を効率的・効果的に提供できるよう取り組みます。② 清潔で適切な身だしなみに気を配り、親

切で丁寧な対応を心掛けます。③ 来庁された方が快適に庁舎を利用できるような気配りや環境

づくりを実践します。」の３点を掲げました。 

具体的な取組は、各課長のリーダーシップのもとで実施する各課の取組のほか、高津区役所サ

ービス推進部会に各課から選出した職員をメンバーとした次のワーキングチーム（以下「ＷＴ」

という）を結成し、活動しました。 

① 区役所利用者等からの意見や要望等を各課に伝え改善を図る「市民アンケート（たかつ一

言ポスト）ＷＴ」 

② 職員の接遇能力や業務遂行能力の向上を図る研修を実施する「研修ＷＴ」 

③ 庁舎環境整備等に取組む「区役所アメニティ向上ＷＴ」 

④ 区役所内の職員間のコミュニケーション促進に取組む「庁内コミュニケーションＷＴ」 

ＷＴの職員は各チームのリーダーを中心に協議・検討を重ねながら、通常の担当業務に加えて

区役所サービス向上の実現に向け、取組を行いました。 

また、サービス向上に係る予算については、各課の取組とＷＴの個別の取組に基づき、適切に

執行しました。 

 例年、夏季に実施している全区を対象とした来庁者への聞き取り調査では、全般的に利用者の

満足度が非常に高い状態であるという結果が出ておりますが、待ち時間が長いと感じている利用

者が複数いました。待ち時間の短縮に向けて、窓口業務の効率化や来庁者への適切な窓口案内を

行うとともに、窓口の混雑状況の発信等も、引き続き取り組んでまいります。また、待ち時間が

長いほど、庁舎環境に関する不満が生じやすいという傾向が見られましたので、より快適な庁舎

となるよう改善してまいります。 

今後も、職員一人ひとりが公的サービスを提供する業務に従事していることを自覚し、接遇や

窓口対応に関するスキルを身に付け、高津区民をはじめとする来庁者等に対して質の高い区役所

サービスを提供することができるよう、引き続き取り組んでまいります。 
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２ 各課、ワーキングのサービス向上目標と取組結果 

サービス向上目標は、区役所サービス向上指針に基づき各課において職員が守るべきものと

して設定し、区役所サービスの質の向上に取り組みました。取組の実施結果、達成度を踏まえ、

次年度以降も引き続き、質の向上につなげてまいります。 

 

 

危機管理担当 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 住民団体組織を始め、市民からの問い合わ

せに対して、適切で正確な説明を心がけ、分

りやすく丁寧な対応を徹底させます。そのた

めに、職員が担当する業務の知識習得を進め

るとともに、会議や研修等で収集した情報を

担当者間で共有することで、多様な情報を持

ち、余裕を持った対応ができるようなスキル

アップ向上に努めます。 

 定期的に課内会議を開き、担当者会議や研

修等で収集した情報を職員間で共有したこと

で、市民からの問い合わせに的確に応えるこ

とができました。 
 また、今年度も LoGo チャットを活用し、

課内で迅速に情報共有を行ったことで、市民

に対し余裕を持った対応ができるように徹底

しました。 

庁 

内 

体 

制 

業務の関係上、外出する機会が多い職場の

ため、担当業務以外についてもお互い概要を

把握するとともに、引継ぎ等を徹底して、来

訪者に対して速やかな対応が取れるような

体制を日々確保します。 

 課内会議でのスケジュール確認や LoGo 
チャットでの情報の共有化により、担当者の

不在時においても、市民に対して、丁寧かつ

速やかに対応することができました。 
  

対 

面 
応 
対 

昼休憩中の窓口対応の人員を配置して迅

速な市民対応に努めます。 
 昼窓当番制により人員を配置し、休憩時間

においても迅速な市民対応に努めました。 
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まちづくり推進部 

総務課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

共 
 

通 

 来庁された方が快適に利用できるよう、

区役所衛生委員会を通じて定期的に庁内巡

視を行うとともに、各課からの意見を参考

に施設の維持・改善を図るなど、庁舎の環

境整備に取り組みます。 

 日常的に庁内巡視を行うとともに、遮熱フ

ィルム更新工事のほか各種設備の保守を実施

し、庁舎内施設の維持・改善に取り組みまし

た。 

対 

面 

応 

対 

 市民からの問い合わせに対して担当部署

を適切に案内できるよう、知識の習得に努

めるとともに、各課の業務一覧を作成して

職員に配布し、市民応対に活用します。 

 「高津区庁舎の窓口案内」、「高津区役所電

話番号（フロアー別）【職員用】」等の時点修

正を行い、各課に配布し、市民応接の際の一

助としました。 

庁 

内 

体 

制 

 市民の満足度が高いサービスを効率・効

果的に提供できるよう、接遇能力や業務マ

ネジメント力向上などを目的とした研修を

実施します。 

 新任職員初任者研修など市民への案内業務

に役立つ研修を、時期をとらえて実施し、接

遇力の向上等につなげました。 

 

企画課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

お 

知 

ら 

せ 

正確な区政情報や区内の多様な地域資

源・魅力等を適時、区民に分かりやすく提

供するため、区民の視点に立った市政だよ

り区版の編集や、区ホームページ・区役所

モニター等を活用した情報発信を行いま

す。また、区の取組や魅力を掲載した溝口

駅南口広場案内サインの広告など、様々な

媒体を通じて区民への情報提供を行いま

す。 

新型コロナの関連情報や「数年ぶりにイベ

ント開催」といった各種情報を区民に対し正

確かつ速やかに発信するために、区ホームペ

ージをきめ細やかに更新したほか、脱炭素モ

デル地区等の取組について市政だよりの区版

を活用して積極的に周知しました。区役所モ

ニターだけでなく議会中継用モニターを活用

して市制 100 周年動画を流すなど、来庁者へ

の情報提供を行いました。 

対 

面 

応 

対 

区民からの問い合わせや相談に対し、分

かりやすい説明が行えるよう、業務知識の

習得を図るとともに、分かりやすく丁寧な

対応を徹底します。 

区民からの様々な問い合わせや相談に対

し、相手の立場に沿って丁寧な応接を行いま

した。クレームに繋がる事例はありませんで

した。 
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地域振興課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 相手の目的を的確に把握し、適切に対応

するために、清潔で不快感を与えないよう

な身だしなみに気を配り、相手の目を見て

話を聞くなど、常に丁寧な接遇を心掛け実

践します。 
 また、職場内で各々の接遇に対して先輩

後輩の隔てなく、互いに率直に意見を述べ

あうことができる、良好な職場の雰囲気づ

くりに取り組みます。 

様々な目的で来庁される市民の方々に対

し、清潔で不快感を与えないように、身だし

なみに気を配り、相手の目を見ながら傾聴す

ることに努めるなど、常に丁寧で真摯な接遇

を実践し、相手の相談内容などを的確に把握

し、適切に対応することができました。また、

上司・部下、先輩後輩の隔てなく接遇に対し

て、率直に意見を述べ合うことができる良好

な職場の雰囲気づくりに全職員で取り組み、

接遇の向上に努めました。 

 

生涯学習支援課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 来館者一人ひとりのニーズに対応するこ

とができるよう、言葉遣いや態度に注意を

払いながら、話に耳を傾け、相手の立場に

立った親切で丁寧な対応を行います。 

区民からの様々な問い合わせや相談に対

し、相手の立場に沿って丁寧な応接を行いま

した。職員は、窓口対応に際し、丁寧な接遇

と的確なニーズ把握を行うよう努めました。

ニーズ把握後、適切に担当者への引継ぎを心

がけました。 

庁 

内 

体 

制 

 学びの場として快適に施設を利用できる

よう、施設環境や備品などに対する市民の

声を取り入れながら、施設やサービスの改

善を図ります。 

利用後のアンケート等にて、利用者の施設

への要望をくみ取りました。特に、大型液晶

モニター３台の無料の貸出や、ベンチ２台を

市民館受付前に置き、利用を開始しました。 

また、第３会議室の椅子のシート等の劣化が

ありましたので、１６台全数を入れ替えまし

た。 
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生涯学習支援課（橘地区担当） 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 プラザ館においては、夜間業務を会計年

度任用職員を含む職員 1 名のみで行ってい

ます。また管理担当、事業担当及び図書担

当の別なく業務に従事するので不慣れな業

務に適切に対応することができるようマニ

ュアルを整備し、常に見直しを行うことで、

円滑な運営を行い、市民の快適な施設利用

に寄与します。 

 夜間業務時に対応できるようマニュアルを

各窓口に配置し、サービスの質を確保しつつ、

必要な業務と不必要な業務を分類し、マニュ

アルを随時更新しました。さらにはローテー

ション勤務であることから館全体で知るべき

伝達事項等はホワイトボードや朝礼で共有す

ることで、どの職員にも共有しうる体制を維

持しました。また、館全体の消防訓練を定期

的に開催し、AED に関する研修も実施するこ

とで、有事の際の対応力が向上しました。 

 

区民サービス部 

区民課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 来庁者に対して、分かりやすく丁寧な説

明ができるように、業務に関する情報収集

と情報共有を徹底し、一人ひとりが意識し

て関係法令等の理解を深めるとともに、接

遇及び業務に関するスキルの向上に取り組

みます。 

課内会議や係会議等により業務に関する情

報の共有を図りました。課内連携マニュアル

を基に、関連する係への案内を漏れなく行う

とともに、迅速かつ正確な情報共有により、

来庁者の待ち時間が短縮できるよう取り組み

ました。 

庁 

内 

体 

制 

新規採用職員・新任職員等が、早期に業

務に習熟し、来庁者への説明を円滑に行え

るように課内研修を早期に実施するととも

に、外部研修、接遇基本研修に積極的に職

員を参加させ、人材育成に取り組みます。

また、区役所サービス基準の遵守を職員全

員に周知徹底し、一人ひとりが各項目につ

いて意識しながら区役所サービスの向上に

取り組みます。 
 

新規採用職員及び新任職員等を対象とした

課内研修を５月に実施し、区民課業務全体の

知識の習得に努め、来庁者への適切な説明と

円滑な業務連携を行いました。また、接遇研

修をはじめ各種研修に積極的に参加し、職員

のスキルアップにつなげました。区役所サー

ビス基準について、各職員が意識しながら取

り組み、丁寧な応接を心掛けました。 
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共 
 

通 

全職員が市民の信頼を損なわないように

責任を持った行動をとることを意識するよ

う、服務チェックシート等の活用により確

認を行います。 

また、ＨＰや市政だよりを活用した混雑

情報の提供、来庁者が混雑時にも快適に利

用できるよう、案内人の配置や待合スペー

スの変更等、利用しやすい庁舎環境となる

よう改善を行います。 

 服務チェックシートにより、職員一人ひと

りが公務員としての自覚を持ち、公平・公正

に職務を遂行しました。 

 市及び区のホームページや市政だよりを活

用し、窓口の混雑状況等の情報を適宜発信す

るとともに、待合スペースの改善やフロア案

内人の配置等を行い、来庁者の利便性の向上

に努めました。 

 

保険年金課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 市民からの信頼を損なうことがないよ

う、区役所サービスの提供は法令に基づき、

公平かつ公正に行います。市民の要望に応

じられない場合には、趣旨を含めてその理

由を丁寧に説明します。 

 法令に基づき、区役所サービスの提供を公

平かつ公正に行いました。市民の要望に応じ

られない場合には、趣旨を含めてその理由を

丁寧に説明したことにより、大きなトラブル

無く窓口を運営することができました。 

対 

面 

応 
対  

 訪れた市民が気持ちよく手続きを完結で

きるよう、各種事務を正確かつ迅速に行い、

混雑時の待ち時間を短縮させます。課内協

力により、４月の混雑期はフロア案内を設

置し、目的窓口へのスムーズな案内及び待

ち時間を活用した申請書類への記入を御案

内します。 

 ４月の混雑期にはフロア案内要員を配置

し、目的窓口への案内や待ち時間を活用した

申請書類への記入案内を実施することで、待

ち時間や応対時間の短縮等につなげ、円滑な

窓口運営を行うことができました。 
 また、年間を通じて受付や手続きは正確か

つ迅速に行い、トラブルなく処理することが

できました。 

共 
 

通 

 職場の整理・整頓・清潔・清掃を徹底し、

市民が気持ち良く用件を済ませられるよ

う、環境を整備します。 

 日頃から職場の整理・整頓・清潔・清掃を

徹底し、市民が気持ち良く用件を済ませられ

るような環境を整えました。 
 また、番号発券機の更新に伴い、待合スペ

ース内の椅子の配置を見直して車椅子・ベビ

ーカー等がより通行しやすいよう配慮するな

ど、快適な環境づくりに取り組みました。 
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橘出張所 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

出張所では発行可能な証明書が限定されて

いるため、取り扱っていない届出や証明発行に

ついては、届出の窓口、証明書の取得方法や交

付場所等を適切に案内できるよう、職員の知識

や接遇のスキルアップを図るとともに、丁寧な

接遇を実践します。 

 出張所で発行可能な証明書についての正し

い知識を身につけることで、電話や窓口での

問い合わせに対し、適切な案内やサービスを

提供することができました。 
 出張所で取り扱っていない証明書等につい

ては、区民の話を傾聴し、必要書類等を電話

確認してから向かうよう助言をすることで区

民の負担を軽減するよう心掛けました。 

庁 

内 

体 

制 

区民に対し、適正かつ円滑なサービスを提供

できるよう、市政等の情報収集や定期的な情報

更新及び所内での情報共有に努めます。 

市政だよりに掲載されている情報や重要度

が高い配架物などは事前に内容を確認し、問

い合わせに対し適切で円滑なサービスを提供

することができました。 

共 

通 

 来庁された区民が快適に施設等を利用でき

るように、待合スペースや窓口、会議室等の環

境整備及び職場内の環境整備に取り組みます。 

 記載台や受付カウンターなどを定期的にア

ルコールで消毒を行い、清潔に保つことで、

窓口の衛生維持に努めました。 
 １階にキッズコーナー設置、カウンターに

手荷物台・仕切り板を設置し、使いやすさ、

快適さを向上させました。 

 

地域みまもり支援センター 

地域ケア推進課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 各種医療費助成等の手続に来庁された区

民に対し、きめ細かな対応とわかりやすい

説明を行います。また区民からの問い合わ

せや相談に対し、常に丁寧かつ的確な対応

ができるよう、課内業務及び関係部署の事

業や取組について知識を深めます。 

 各種医療費助成に係る手続きや、その他地

域ケア推進課が担当する業務についての相談

に来庁された区民に対し、丁寧な対応と分か

りやすい説明を行いました。また、今年度末

をもって新規申請が廃止となる成人ぜん息・

小児ぜん息医療費助成制度について、制度の

方向性や手続きについて丁寧な説明を行いま

した。 
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お 

知 

ら 

せ 

市政だよりや市 HP 等を活用し、区にお

ける地域包括ケアシステム構築に向けた情

報提供の充実を図ります。また、情報につ

いて手に取って得られるような広報も同時

に行いデジタル格差の解消にも努めます。 

 プラザ橘に新たに広報スペースを設け、手

に取って得られるような情報提供を行い、デ

ジタル格差の解消に努めました。また、地域

包括ケアシステムを知ってもらう機会の創出

として、区役所市民ホールや３階・４階待合

スペースにおいて地区カルテ紹介動画の放映

を実施しました。 

庁 

内 

体 

制 

 地域包括ケアシステムを推進するため、

地域包括ケアシステム連絡会議や地区別担

当者情報交換会を開催し、関係各課と課題

認識や地域情報の共有を図り、連携して地

域の課題解決にあたります。 

 地域包括ケアシステム連絡会議や高津区地

域包括ケアシステム推進本部会議を定期的に

開催し、地域課題や情報の共有や事業を行う

際の協力・連携など行うことができました。 
 地域を包括ごと７ブロックに分け、連携し

て地域課題の解決に取り組むとともに地区別

情報交換会を開催し、それぞれの担当課が把

握する地域の現状を共有し、課題解決に向け

た取組を検討することができました。 

 

地域支援課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

庁 

内 
体 
制 

区民の方のニーズに合った、適正かつ丁

寧なサービス提供ができるよう、課内及び

係内のミーティングを定期的に行い、業務

に関する情報共有及び変更点があった業務

などの周知徹底を図り、円滑な業務執行を

図ります。 

課内及び係内ミーティングを定期的（月１

～２回程度）に実施し、業務に関する情報共

有や変更点があった際には速やかに周知を行

い、区民の方に対しニーズに合った適切な説

明をし適正かつ丁寧なサービスを提供するこ

とができました。 

応 
 

対 

 区民の方からの電話及び窓口等での相談

に対し、職員一人ひとりが責任を持った対

応を実践します。清潔で適切な身だしなみ

に気を配るとともに、各種接遇研修等に参

加し職員のスキル向上を図り、親切で丁寧

な対応を行います。 

職員ひとり一人が清潔で適切な身だしなみ

を心掛けました。また、接遇研修や専門知識

に関する研修に積極的に参加を促し対応スキ

ルを向上させ、電話及び窓口での区民の方か

らの相談に対し、分かりやすく丁寧な対応を

心掛け実践しました。 
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共 

通 

母子健康手帳の交付など多くの区民が窓

口に来庁されるため、職場内の換気、受付

カウンターの定期的な消毒等、受付・待合・

各ブースの環境を整えます。 
窓口や配架資料の整理整頓に努め、来庁

者にとって分かりやすく快適な環境づくり

を行います。 

 区民の方が利用しやすいよう、受付・待合・

各ブースの環境を整え、必要に応じて適宜ア

ルコール消毒を実施し、快適で清潔な環境づ

くりを行いました。朝・夕にカウンターの整

理整頓を行い来庁者に備えました。みまもり

支援センター全体で掲示板の整理を行い、区

民にとって必要な情報が伝わりやすい環境づ

くりを行いました。 

 

児童家庭課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 
  

 態度や話し方、身だしなみに気を配り、

利用案内やパンフレット等を活用しなが

ら、常にきめ細かな対応と分かりやすい説

明を行います。 

 昨今の待機児童の状況等を踏まえながら

市民対応することにより質の高い効果的な

サービス提供を行います。 

また、新年度保育所入所の申請時には混

雑が予想されることから郵送による手続き

を勧奨し、窓口の混雑緩和につなげます。 

 態度や話し方、身だしなみに気を配り、利

用案内やパンフレット等を活用するととも

に、外国人市民にはタブレット端末による通

訳サービスも活用しながら、きめ細かな対応

と分かりやすい説明を行いました。 

 また、新年度保育所入所の申請時にはホー

ムページやチラシ等で混雑の少ない「早めの

入所申請」を促すことで、窓口の混雑緩和に

つなげました。 

庁 
内 

体 

制 

 区民に対し適正かつ丁寧なサービスを提

供できるよう、課内研修を実施するととも

に各種研修への参加を促すことにより職員

のスキルアップを図ります。また、週１回

課内ミーティングを実施し情報の共有を図

り円滑な業務執行に努めます。 

  週 1 回課内ミーティングを実施し情報を共

有するとともに、複雑な内容変更や確認事項

についても必ず全員に行き渡るよう課内研修

の実施と、通知文の配布などで周知徹底を図

り、円滑な市民サービスの提供につなげまし

た。 

共 

通 

 来庁された区民が快適に利用できるよ

う、待合スペースや窓口の環境整備に取り

組みます。 

来庁できない区民に対しても適切なサー

ビスの提供を目指し、ＨＰや動画配信等を

活用した情報提供や、電話での相談の際に

はより丁寧に書類等の案内を行い可能な限

り対応していきます。 

 毎日待合スペースや窓口カウンター、面接

室等の清掃を行うとともに、新たに足踏み式

消毒スタンドを設置するなど、衛生的な窓口

空間の維持に取り組みました。 

 また、高津区ホームページを活用した情報

提供や、電話での相談受付、郵送での書類受

付を行い、来庁できない区民や新型コロナウ

イルス感染症対策で来庁を希望しない区民に

対しても適切なサービスを提供しました。 
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高齢・障害課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

庁 

内 

体 

制 

 高齢者・障害者の方の視点に立った質の

高い区役所サービスを効率的・効果的に提

供できるよう取り組みます。 

 各種研修への参加や、係内・課内会議等

を実施し、業務実施に関する最新情報等を

共有し、対応に活かします。 

 業務に関して必要な知識、情報を習得する

ために各種研修への参加、関係会議に積極的

に出席し、課・係内で共有しました。業務へ

の理解を深めることで、高齢者、障害者の方

へより分かりやすく正確な説明をすることが

できるようになりました。 

対 

面 

応 

対 

 高齢者・障害者の方が、制度や申請方法

などの理解がしやすいように、親切で丁寧

な対応を心がけます。 

 対応の際には、清潔で適切な身だしなみ

に気を配り、態度や話し方に留意し、パン

フレット等を活用する等、対象の方に合わ

せた配慮をします。 

 窓口応対に関する研修内容を職員間で共有

し、高齢者・障害者をはじめとした来庁者、

電話応対全般について、一方的な伝達になら

ないよう相手方の反応を確認しながら親切で

丁寧な対応を意識するようになりました。 

共 
 

通 

 高齢者・障害者の方が、快適に庁舎を利

用できるような気配りや環境づくりを実践

します。 

 待ち時間が長くならないよう職員全員が

配慮を心がけます。 

 待合スペースや受付カウンター周辺の安

全配慮、設置するチラシ等の整理整頓を行

い、快適な環境づくりをします。 

 来庁者に来庁目的を聞き取りの上、相談・

申請内容別に用意した番号札を交付するな

ど、窓口対応の効率化を進めるとともに、来

庁者の身体状況等に配慮した案内を行いまし

た。窓口の繁忙時期も対応の順番を分かりや

すく伝え、来庁者の理解を得られるように心

がけました。 

 

保護課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

庁 

内 

体 

制 

生活保護業務が適正に実施できるよう、

前年度の検証・課題の分析、及び今年度の

取り組むべき重点課題の設定を行います。

本庁ヒアリングを経て、５月中に令和５年

度高津区生活保護実施方針として策定し、

この方針に基づき適正に生活保護業務を実

施します。 

前年度の課題の分析、今年度の取り組むべ

き重点課題の設定を行った上で、５月中に令

和５年度高津区生活保護実施方針を最終決定

しました。その後、課全員に印刷配布し、保

護課連絡会にて確認し、各係会議にて周知し

ました。この方針に基づき適正な生活保護業

務を推進しました。 
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庁 

内 

体 

制 

川崎市健康福祉局生活保護自立支援室に

よる研修をはじめ、各種研修の周知を行い、

該当者へ参加を促します。結果については、

係会議、課内会議等を通じて情報共有し、

通常業務をより効果・効率的に処理するこ

とができるようにします。職員のスキルの

向上のため、保護課長、研修担当係長、援

助指導員等が高津区保護課独自に新任・所

内研修を行います。 

主管課の生活保護・自立支援室主催の研修、

保護課内部研修、社会福祉関連の外部研修に

ついて、開催周知を行い、また参加を促しま

した。主管課研修と保護課内部研修は、原則

対象者は全員出席し、外部研修へも積極的に

参加しました。出席後は、報告書の供覧・係

会議・課内会議を通じて情報共有を行い、業

務をより効果的・効率的に処理することがで

きました。 

対 

面 

応 

対 

 生活保護受給者・相談者は自身の生活が

不安定になったり、不安になってから来所

されることが多いので、来所時には、不安

を和らげることを目的に来所者の負担にな

らないように、こちらから声掛けを行いま

す。 

会計年度職員を含め全ての職員が市民の来

所の際に、職員から先に「おはようございま

す。」等の声かけをした後に来所要件を伺うよ

うにしました。感情的に話される市民に対し

ても、職員のチームワークで、適切に対処す

ることができました。緊急時においては、組

織的に対応し、警察と連携し適切に対応する

とともに、その状況を自立支援室・総務課等

と情報共有しました。 

 

衛生課 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

お 
知 

ら 

せ 

区民へ的確に情報を提供するため、広報

物を作成する際には理解しやすさを重視す

るとともに、問合せ先の部署名、連絡先を

明示することで、区民にとって分かりやす

い情報提供を推進します。 

 区民や関係事業者向けの案内等を作成する

際には、複数の職員が係わり、レイアウトや

文面、連絡先などを確認することで、区民に

とって分かりやすい広報となるよう取り組み

ました。 

庁 

内 

体 

制 

区民からの問合せや相談に対し的確で分

かりやすい説明を行えるよう、業務知識の

習得を進めるとともに、親切で丁寧な接遇

を実践します。 

 個々職員が業務知識の習得に努め、区民に

とって分かりやすく説明するとともに丁寧な

接遇を実践しています。また、対応マニュア

ルにより、担当外の案件であっても簡易な事

務については窓口対応できる体制をとりまし

た。 

対 

面 

応 

対 

 窓口で相談を受ける際には、話しやすい

雰囲気を作り、ニーズを的確に把握するよ

う努めます。また、担当が異なる際には、

担当者へ適切に引き継ぎます。 

 個々職員が窓口対応に際し、丁寧な接遇と

的確なニーズ把握を行うよう努めました。ま

た、ニーズ把握後、担当が異なる際には適切

な案内を心掛け実践しました。 
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道路公園センター 

管理担当 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 窓口対応や区民からの問い合わせ、相談

等に対し、清潔で適切な身だしなみに気を

配り、常に親切で丁寧な対応を実践します。

また、業務知識の向上に努め、職員の資質

向上を図ります。 
 さらに、窓口や立会など市民の方と接す

る機会も多いので、示された対策の遵守に

努めます。 

 窓口対応や区民からの問合わせ、相談等に

対し、常に親切で丁寧な対応を心掛け、専門

用語を使用する場合には補足説明を加えるよ

うにしました。また、研修等に参加し、業務

知識の向上に努め、職員の資質向上を図りま

した。 
 さらに、窓口は常に清潔な環境を保ち、市

民の方と接する機会ではマスクを着用するな

どの取組を行いました。 

協働・利活用推進担当 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 

 区民やボランティアからの問合せ、相談

等に対し、親身になって相手の話を聞くと

ともに分かりやすい表現を用いて親切で丁

寧な対応を心掛けます。 
さらに、区民と接する機会が多いので、

清潔で適切な身だしなみに気を配り、区民

活動をサポートします。 

 区民やボランティアからの問い合わせや相

談に対し、可能な限り現地で立ち合うよう心

掛けました。また、対応時には身だしなみに

も気を配り、丁寧で分かりやすい対応を実施

しました。 

整備担当 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

対 

面 

応 

対 
 市民が安全で快適に生活するために道

路・河川・水路・公園等の維持管理を適切

に行う等、区民サービスの向上を図ります。

具体的には、センターへの陳情等の入電は

速やかに受け付け、親身になって相手の話

を聞くとともに、分かりやすい表現を用い

て説明するなど、丁寧な応対を心掛けます。

また、陳情内容は、正確に把握するととも

に、簡潔で分かりやすい表現で陳情処理簿

へ記入し適切に対応します。さらに、その

内容から緊急を要すると判断した場合は、

直ちに現場確認を行うとともに、必要に応

じて陳情者と現場立ち会いを行う等、状況

を的確に把握した上で、迅速かつ適切な処

理に努めます。 

道路・河川・水路・公園等の維持管理を適

切に行い、区民サービスの向上に努めました。

当センターに寄せられる陳情については、電

話応対や現地訪問の際において、その背景や

現地の状況を速やかにかつ的確に把握すると

ともに、陳情者の立場に立って相談を受ける

ようにする等、丁寧な対応に努めたことによ

り、陳情対応等で大きなトラブル等は生じま

せんでした。 
また、陳情があった後の処理についても、

陳情処理簿に漏れなく、速やかに記載し、対

応経過について、誰もが分る状況にする等、

整備担当全体で必要に応じて情報共有が図り

ながら、迅速かつ適切な処理に努め、区民サ

ービスの維持・向上が図れました。 
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市民アンケートワーキングチーム 

目標及び具体的な取組内容 実施結果目標の達成度 

共 

通 

区役所利用者の視点に立ち、利用しやすい

区役所となるよう、来庁者からの意見を募集

するアンケート（一言ポスト）を実施します。

アンケートに寄せられた意見・要望等をとり

まとめ、内容を精査し、所管する部署に確実

に伝えることで利用しやすい区役所への改

善を促します。 

来庁された方から一言ポスト（各階に設置）

に寄せられた意見・要望等は７４件ありまし

た。（令和６年２月末日時点） 
寄せられた意見・要望等は内容を精査し、

その回答作成及び対応を関係課に依頼するこ

とで、利用しやすい区役所に向けて、庁内環

境及び接遇サービスを改善しました。 

 

研修ワーキングチーム 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

庁 

内 

体 

制 

窓口対応や電話対応等の応接能力の向上

のための研修及び業務を適切かつ円滑に遂

行するために効果的な研修について検討し

実施することにより、職員のスキルアップを

図り、区役所利用者へのサービス向上へつな

げる取組を進めます。 
  

５月に新規採用職員、９月に中堅職員を対

象とした「接遇研修」を実施し、窓口や電話

での応接の能力向上を図りました。 
１０月に「不審者対応研修」を実施し、不

審者に対する適切な対応スキルの向上を図り

ました。 
１１月に「ファシリテーションスキル研修」

を実施し、議論などの際、考えをホワイトボ

ード等に効果的に見える化するスキルの向上

を図りました。 
１２月に「区役所災害研修」を実施し、災

害時における対応について学びました。 
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区役所アメニティ向上ワーキングチーム 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

共 

通 

 来庁者が快適に区役所を利用できるよう、

設備や窓口環境の改善を図り、区役所アメニ

ティの向上を図ります。 
 

正面玄関に配置していた配架机の移設及び

掲示物の整理を行うとともに、総合案内につ

いても、クロスをかけ、ビニールマットを新

調し、美化を実施しました。 
また、正面玄関の通路としての利便性を向

上するとともに、掲示物の削減による発信情

報の整理もでき、来庁者が区役所を利用する

にあたっての環境改善を実施することができ

ました。 

 

庁内コミュニケーションワーキングチーム 

目標及び具体的な取組内容 実施結果及び目標の達成度 

共 

通 

区役所職員として把握しておくべき区の

事業や各課の取組等について、職員間での情

報共有に取り組みます。効果的な情報伝達手

段を検討し実施することで、区役所内のコミ

ュニケーションの促進を図ります。 

新人職員や庁内イベントの情報を掲載した

庁内報を年２回発行したほか、若手職員の交

流会を開催しました。これにより、担当業務

のやりがいや来庁者の対応のポイント等の情

報が共有されるとともに、職員間のコミュニ

ケーションを促進しました。 
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３ サービス基準の遵守状況 

職員のサービス基準の遵守状況について、サービス推進部会による調査を行いました。 

区役所職員として実践すべき行動・業務の重要性を全職員が認識できるよう職員各自がサー

ビス基準について自己評価を行いました。概ねサービス基準は遵守されている状況でした。 
 

※「所属長」と「所属長を除く職員」とで区別化しています。 

 

 基準の内容 

遵守率(％) 

令和４年度 令和５年度 

職 員 所属長 職 員 所属長 

基準１ 

市民向けの広報については、多様な市民の方に周知を図るた

め、ポスター、チラシ、ホームページ、市政だよりなどの様々

な媒体を活用してお知らせしています。 

97.4 100 99.6 100 

基準２ 
作成・送付するポスターやチラシ、通知等には、問合せ先の部

署名、連絡先を記載しています。 
99.2 100 100 100 

基準３ 
ポスターやチラシ、通知等を送付する際には、誤発送や発送漏

れがないようチェックしています。 
99.6 100 100 100 

基準４ 関連する手続きについては、こちらからご案内しています。 99.4 100 99.7 100 

基準５ 
御案内や御相談の際には、声の大きさや個人情報の取扱いなど

プライバシーに配慮しています。 
99.7 100 100 100 

基準６ 
市民からの質問や疑問点に対しては、責任を持ってお答えし、

自分の担当で無い場合には担当へと確実に引き継いでいます。 
99.7 100 99.5 100 

基準７ 
市民の苦情や要望に応じられない場合には、趣旨まで含めてそ

の理由を丁寧に説明しています。 
99.4 100 99.7 100 

基準８ 
市民には「です・ます」調を基本として、聞き取りやすいスピ

ード、トーンで温かみのある丁寧な話し方で応対しています。 
99.7 100 99.7 100 

基準９ 

略語の使用は避け、専門用語は、分かりやすい言葉を使用し、

資料を用いたり HP を御案内するなど丁寧な説明を行ってい

ます。 

99.1 100 99.7 100 

基準 10 
担当者が不在のときを含め、即答できない場合には折り返し、

確実に返答しています。 
99.6 100 100 100 

基準 11 
電話は３コール以内で受けます。それ以上お待たせする場合に

は「お待たせしました。」と一言添えています。 
97.6 100 97.2 100 

基準 12 

電話を受ける（取り次いだ者も含む）・かける際には相手に対

し、こちらが誰であるかを明確にするために「所属」「名前※」

をハッキリと名乗っています。（※ただし、名前については、

業務の性質上やむを得ない場合を除く。） 

99.0 100 99.1 100 

基準 13 清潔感があり節度ある身だしなみをしています。 99.4 100 100 100 

基準 14 来庁された市民に、こちらからお声掛けしています。 98.5 100 98.9 100 
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 基準の内容 

遵守率(％) 

令和４年度 令和５年度 

職 員 所属長 職 員 所属長 

基準 15 
市民からお預かりした書類等をコピーする際には、本人に承諾

を得てから行っています。 
99.3 100 98.5 100 

基準 16 

応対相手にこちらの名前がわかるよう、名札を着用していま

す。（※ただし、「川崎市職員服務規程」で認められている場合

を除く。） 

99.7 100 97.6 100 

基準 17 
信頼を得るため、相づちなどを適切に行い、途中で話を遮るこ

となく、相手を見て受け答えをしています。 
99.7 100 100 100 

基準 18 
訪問の際には玄関先での名乗り方にも気を付けるなど、訪問先

のプライバシーに配慮しています。 
99.2 100 99.6 100 

基準 19 

制度等の変更があった場合、関係職員で情報を共有・把握する

ことで、市民からの問合わせに対して適切に説明を行っていま

す。 

99.3 100 98.8 100 

基準 20 区役所サービスの提供は法令に基づき公正に行っています。 99.7 100 99.7 100 

基準 21 
市民と接していない場面でも、常に市民の目を意識して行動し

ています。 
99.4 100 99.2 100 

基準 22 
業務で収集、利用した個人情報は「川崎市個人情報の保護に関

する法律施行条例」等に基づき適切に管理しています。 
99.4 100 99.5 100 

基準 23 
市民が快適さを感じられるか、年に 1 回、所属の庁舎環境を

点検しています。 
82.6 93.8 86.7 100 

基準 24 
管理職会議等で、市及び区で行われる事業について情報共有を

図っています。 
- 100 - 100 

基準 25 
御指摘や苦情については、区役所内の管理職会議にて情報共有

を図っています。 
- 100 - 84.2 

基準 26 
庁舎入口付近に総合案内を配置して、区役所の総合的な案内を

行っています。 
- 100 - 100 

基準 27 各階にフロア案内図を掲示しています。 - 100 - 100 

基準 28 接遇研修指導者を中心に接遇研修を実施しています。 - 100 - 100 

基準 31 
相手が何を求めているのか理解するため、親身になって相手の

話を聞くようにしています。 
99.7 100 96.2 100 

基準 32 受付や手続きは迅速に処理するように心掛けています。 99.7 100 99.5 100 

基準 33 施設を快適に御利用いただくため衛生対策を講じています。 - - 97.2 100 

 

新型コロナウイルス感染防止のため、職場内の換気、受付カウ

ンターの消毒、区役所利用者が密にならないように配慮してい

ます。 

99.7 100 - - 
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令和５年度高津区役所サービス推進部会の組織 

 

１ 高津区役所サービス推進部会 

役 職 所  属 

部会長 区民サービス部長 

副部会長 
総務課長 

区民課長 

委員 

危機管理担当課長 

企画課長 

地域振興課長 

生涯学習支援課長 

保険年金課長 

区民サービス部担当部長（橘出張所長事務取扱） 

地域ケア推進課長 

地域支援課長 

児童家庭課長 

高齢・障害課長 

保護課長 

衛生課長 

道路公園センター担当課長〔管理〕 

 

２ 市民アンケートワーキングチーム 

  区役所各課から推薦された職員４名 

３ 研修ワーキングチーム 

  区役所各課から推薦された職員４名 

４ 区役所アメニティ向上ワーキングチーム 

  区役所各課から推薦された職員３名 

５ 庁内コミュニケーションワーキングチーム 

  区役所各課から推薦された職員４名



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

高津区役所サービス向上の取組 

実 施 状 況 報 告 書 
 

２０２４(令和６)年３月 

高津区役所サービス推進部会 

 


